
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
加
須
大
利
根
Ｓ
Ｃ 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
北
下
新
井
百
四
―
二
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

⑴ 

騒
音
対
策
等
に
つ
い
て 

 

㈠ 

騒
音
、
室
外
機
か
ら
の
熱
風
等
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
、
ま
た
、
周
辺
住
民
へ
の
定

期
的
な
意
見
聴
取
の
機
会
を
設
け
る
な
ど
配
慮
を
お
願
い
し
た
い
。 

 

㈡ 

建
設
工
事
に
あ
た
っ
て
、
騒
音
規
制
法
、
振
動
規
制
法
、
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条

例
に
基
づ
く
特
定
建
設
作
業
の
届
出
や
加
須
市
建
造
物
等
に
よ
る
テ
レ
ビ
電
波
障
害
に

関
す
る
指
導
要
綱
に
基
づ
く
手
続
き
を
適
正
に
行
う
こ
と
。 

 

㈢ 

騒
音
・
振
動
に
つ
い
て
、
関
係
法
令
の
規
制
・
基
準
等
を
遵
守
し
、
近
隣
住
民
の
生

活
環
境
に
影
響
が
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
（
特
に
、
住
宅
近
く
に
設
置
さ
れ
る
騒

音
・
振
動
発
生
源
に
つ
い
て
、
十
分
な
対
策
を
お
願
い
し
た
い
。
） 

 

㈣ 

一
般
車
両
に
対
す
る
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
・
前
向
き
駐
車
の
励
行
、
ク
ラ
ク
シ

ョ
ン
抑
制
を
促
す
措
置
を
図
る
こ
と
。 

 

㈤ 

荷
捌
車
両
に
対
す
る
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
・
夜
間
の
積
み
下
ろ
し
作
業
の
自
粛

等
の
措
置
を
図
る
こ
と
。 

 

㈥ 

夜
間
照
明
に
つ
い
て
、
近
隣
住
民
の
生
活
環
境
に
影
響
が
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ

と
。 

 

㈦ 

近
隣
住
民
か
ら
騒
音
振
動
等
の
苦
情
が
発
生
し
た
場
合
、
適
切
な
対
応
を
お
願
い
し

た
い
。 

⑵ 

産
業
廃
棄
物
等
に
つ
い
て 

 

㈠ 

事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
ず
る
廃
棄
物
を
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
再
生
利
用
を
積
極
的

に
行
う
と
と
も
に
、
減
量
化
に
努
め
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。 

 

㈡ 

排
出
事
業
者
は
、
自
ら
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
を
自
ら
の
責
任
に
お

い
て
適
正
に
処
理
す
る
た
め
、
一
般
廃
棄
物
の
処
理
責
任
が
不
明
確
に
な
る
こ
と
の
な



い
よ
う
、
委
託
す
る
処
理
業
者
を
自
ら
の
責
任
で
決
定
す
る
こ
と
。 

⑶ 

交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て 

 

㈠ 

交
通
安
全
に
留
意
し
て
、
前
面
道
路
と
の
出
入
口
付
近
に
安
全
確
認
の
支
障
と
な
る

構
造
物
や
植
栽
な
ど
の
設
置
は
行
わ
な
い
こ
と
。 

 

㈡ 
防
犯
対
策
に
留
意
し
て
屋
外
照
明
等
を
設
置
し
て
、
夜
間
の
利
用
に
支
障
の
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
。 

 

㈢ 

店
舗
近
隣
道
路
が
元
和
小
学
校
の
児
童
、
大
利
根
中
学
校
の
生
徒
の
通
学
路
及
び
生

活
道
路
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
特
に
工
事
期
間
中
に
つ
い
て
は
、
大
型
車
両
の
出
入
口

付
近
に
交
通
誘
導
員
を
つ
け
る
な
ど
、
安
全
上
の
配
慮
を
お
願
い
し
た
い
。 

⑷ 

地
域
環
境
保
持
に
つ
い
て 

 

㈠ 

店
舗
開
店
後
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
等
で
の
深
夜
の
児
童
生
徒
の
徘
徊
に
つ
い
て
は
、
見

守
り
、
声
か
け
等
を
お
願
い
し
た
い
。 

 

㈡ 

青
少
年
の
健
全
育
成
の
た
め
に
、
警
備
員
に
よ
る
巡
回
や
店
内
出
入
口
等
へ
の
防
犯

カ
メ
ラ
設
置
な
ど
必
要
な
対
策
を
行
っ
て
ほ
し
い
。 

 

㈢ 

非
行
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
等
を
実
施
し
た
際
に
は
、
見
回
り
の
受
け
入
れ
を
し
て
ほ
し

い
。 

⑸ 

商
工
団
体
へ
の
参
画
に
つ
い
て 

 
 

加
須
市
商
工
会
へ
加
入
し
、
地
域
事
業
者
の
一
員
と
し
て
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
努

め
て
い
た
だ
き
た
い
。 

⑹ 

ま
ち
づ
く
り
へ
の
協
力
に
つ
い
て 

 
 

地
域
の
祭
り
や
各
種
行
事
へ
の
参
加
、
活
動
場
所
の
提
供
な
ど
の
協
力
を
し
て
い
た
だ

き
た
い
。 

⑺ 

地
元
雇
用
の
取
組
に
つ
い
て 

 
 

従
業
員
等
を
雇
用
す
る
際
は
、
加
須
市
民
の
積
極
的
な
採
用
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。 

⑻ 

そ
の
他 

 

㈠ 

区
画
整
理
地
内
の
た
め
、
整
備
す
る
予
定
の
公
園
が
あ
り
ま
す
の
で
、
開
発
用
地
内

に
公
園
を
整
備
す
る
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

㈡ 

緑
地
を
整
備
し
て
、
必
要
面
積
を
確
保
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

㈢ 

入
退
店
経
路
に
誘
導
看
板
を
設
置
し
、
他
の
生
活
道
路
へ
の
進
入
防
止
に
努
め
る
こ

と
。
な
お
、
誘
導
看
板
の
設
置
に
あ
た
り
、
必
要
な
手
続
き
（
土
地
区
画
整
理
法
七
十

六
条
申
請
等
）
を
行
う
こ
と
。 

 

㈣ 

地
産
地
消
の
促
進
を
図
る
た
め
、
地
元
農
産
物
の
販
売
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
を
お
願
い

し
た
い
。 

 

㈤ 

高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る
買
い
物
弱
者
対
策
の
た
め
、
移
動
販
売
の
実
施
を
検
討
し



て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

㈥ 

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
配
付
す
る
情
報
提
供
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 


